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交通死亡事故多発警報の解除について

平素は、交通安全対策の推進につきまして、格別の御尽力をいただき厚く御礼申し上

げます。

さて、９月１１日以降に交通死亡事故が多発したことで、９月２１日、奈良県交通対

策協議会会長である奈良県知事から「交通死亡事故多発警報」が発令されました。

これを受けて、市町村、警察、関係機関・団体等が連携し、各種交通事故防止対策を

推進し、１０月５日をもって「交通死亡事故多発警報」が解除となりましたのでお知ら

せいたします。

なお、９月２９日から連続して交通死亡事故が発生していることを鑑み、引き続き関

係機関と連携し、交通死亡事故防止の推進にご協力よろしくお願い申し上げます。

〒 630-8501 奈良市登大路町３０
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